
ときがわ町議会だより ときがわ町議会だより3 2

　

12
月
定
例
会
で
は
、
議
員
提
出
議
案
１
件
、
町
長
提
出
議
案
16
件
、
同
意
１
件
を

審
議
し
、
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
承
認
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
一
般
質
問
に
は
10
名
が
登
壇
し
、
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

令和７年令和７年

11月25日～11月28日11月25日～11月28日

第４回定例会第４回定例会

議
案
第
52
号

乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
制
定

　

生
後
６
ヶ
月
か
ら
満
３
歳
未

満
で
、
保
育
所
な
ど
に
通
っ
て

い
な
い
こ
ど
も
を
育
て
て
い
る

家
庭
が
、
就
労
要
件
を
問
わ
ず
、

時
間
単
位
で
柔
軟
に
利
用
で
き

る
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
」
が
令
和
８
年
４
月
１
日
よ

り
新
た
に
導
入
さ
れ
る
。
こ
れ

に
伴
い
、
乳
児
等
通
園
支
援
事

業
の
設
備
や
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
た
め
、
条
例
を
制

定
す
る
も
の
。

問　

対
象
見
込
み
数
は
。

答　

対
象
者
は
25
世
帯
、
26
名

を
見
込
ん
で
い
る
。

問　

保
育
士
の
配
置
に
つ
い
て
。

答　

０
歳
児
に
お
い
て
、
保
育

士
１
人
に
つ
き
３
人
ま
で
。
１

歳
児
に
お
い
て
、
保
育
士
１
人

に
つ
き
４
人
ま
で
。
２
歳
児
に

お
い
て
、
保
育
士
１
人
に
つ
き

６
人
ま
で
と
い
う
基
準
が
あ
る
。

議
案
第
53
号

特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
制
定

　

「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
」
が
令
和
８
年
４
月
１
日
よ

り
新
た
に
導
入
さ
れ
る
。
こ
れ

に
伴
い
、
特
定
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
た
め
、
条
例
を
制
定

す
る
も
の
。

問　

「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
」
が
全
国
一
律
に
実
施
さ
れ

る
。
提
供
さ
れ
る
制
度
に
よ
っ

て
自
治
体
間
に
差
が
出
る
と
思

う
が
。

答　

玉
川
保
育
園
は
一
般
型
、

平
保
育
園
は
余
裕
活
用
型
で
事

業
開
始
し
て
い
く
。

と
き
が
わ
町
を
含
む
地
域
に
つ

い
て
は
、
現
状
の
４
％
で
推
移

し
て
い
く
と
認
識
し
て
い
る
。

議
案
第
51
号

第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の

報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　

令
和
７
年
人
事
院
勧
告
等
を

踏
ま
え
、
第
１
号
会
計
年
度
任

用
職
員
の
報
酬
等
の
支
給
に
関

す
る
規
定
を
整
備
す
る
た
め
改

正
す
る
も
の
。

問　

一
般
職
は
、
基
本
給
に
プ

ラ
ス
４
％
の
地
域
手
当
分
が
支

給
さ
れ
る
。
会
計
年
度
任
用
職

員
に
お
い
て
は
、
相
当
分
と
の

こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
内
容

か
。

答　

会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ

い
て
は
、
４
％
を
含
ん
だ
額
が

最
低
賃
金
を
上
回
る
形
で
の
支

給
と
な
る
。

議
案
第
54
号

町
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一

部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

　

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
引

用
し
て
い
る
条
文
の
条
項
ず
れ

が
生
じ
た
た
め
改
正
す
る
も
の
。

議
案
第
55
号　

お
た
め
し
住
宅
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

お
た
め
し
住
宅
の
使
用
料
及

び
光
熱
水
費
の
見
直
し
に
よ
り

所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
。

問　

受
領
し
た
使
用
料
と
光
熱

水
費
の
１
年
の
収
入
と
支
出
は
。

答　

収
入
は
53
万
７
，
５
０
０

円
。
支
出
は
85
万
４
，
７
２
２

円
。

問　

予
約
シ
ス
テ
ム
と
キ
ャ
ン

セ
ル
の
実
績
は
。

答　

予
約
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

経
由
。
キ
ャ
ン
セ
ル
の
実
績
は

あ
る
が
、
キ
ャ
ン
セ
ル
料
金
は

も
ら
っ
て
い
な
い
。

議
案
第
56
号

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特

定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
の

基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
　

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た

め
改
正
す
る
も
の
。

問　

要
点
の
中
で
、
保
育
所
等

に
お
い
て
虐
待
が
発
生
し
た
場

合
と
書
い
て
あ
る
が
、
具
体
的

に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

答　

保
育
所
等
に
従
事
す
る
者

に
よ
る
虐
待
に
つ
い
て
、
県
や

市
町
村
へ
の
通
報
が
義
務
化
さ

れ
た
。

議
案
第
57
号

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う

た
め
改
正
す
る
も
の
。

議
案
第
58
号

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の

設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め

改
正
す
る
も
の
。

議
案
第
59
号

水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改

正
　

国
か
ら
の
通
知
に
基
づ
き
、

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お

い
て
、
宅
内
配
管
の
早
期
復
旧

及
び
被
災
地
に
お
け
る
給
水
装

置
工
事
の
適
正
な
実
施
を
図
る

た
め
、
改
正
す
る
も
の
。

問　

今
、
地
元
の
指
定
業
者
は

何
者
あ
る
の
か
。

答　

９
者
。

問　

災
害
等
の
場
合
に
お
い
て

ほ
か
の
自
治
体
か
ら
応
援
が
受

け
ら
れ
る
の
か
。

答　

受
け
ら
れ
る
の
は
、
個
人

の
宅
内
の
給
水
。

議
案
第
60
号　

一
般
会
計
補
正
予
算(

第
３
号)

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳

入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
，
１
１
２

万
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ

れ
68
億
１
９
７
万
円
と
す
る
。

〇
主
な
歳
入

　

国
県
支
出
金

　
　
　
　
　

６
，
４
５
９
万
円

　

町
営
バ
ス
運
賃
収
入

　
　
　
　
　
　
　

１
５
２
万
円

　

財
政
調
整
基
金
繰
入
金

　
　
　
　
　

２
，
９
６
０
万
円

〇
主
な
歳
出

　

 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

費
補
助
金　

　
　
　
　
　

１
，
０
０
５
万
円

　

 

小
中
学
校
へ
冷
水
機
の
購
入

（
９
台
分
）　

３
１
５
万
円

　

 

電
算
シ
ス
テ
ム
（
戸
籍
情

報
・
人
事
給
与
）
改
修

　
　
　
　
　
　
　

１
２
１
万
円

　

人
事
院
勧
告
に
伴
う
人
件
費

　
　
　
　
　

２
，
４
０
６
万
円

問　

自
立
支
援
医
療
費
負
担
金

（
更
生
医
療
）
の
増
額
理
由
は
。

答　

18
歳
以
上
の
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
を
受
け
た
方
が
対

象
で
あ
り
、
更
生
の
た
め
に
必

要
な
自
立
支
援
の
医
療
費
で
あ

る
。
増
額
理
由
と
し
て
は
、
対

象
者
が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
当
初
予
算
で
は
８

名
を
見
込
ん
で
い
た
が
、
補
正

予
算
で
は
12
名
を
見
込
ん
で
い

る
。

議
案
第
61
号　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）

議
案
第
49
号

町
長
等
の
給
与
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

　

令
和
７
年
人
事
院
勧
告
等
を

踏
ま
え
、
期
末
手
当
の
支
給
月

数
を
０
．
05
ヶ
月
引
き
上
げ
る

た
め
改
正
す
る
も
の
。

議
案
第
50
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
及
び
一
般
職
の
任
期
付

職
員
の
採
用
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

　

令
和
７
年
人
事
院
勧
告
等
を

踏
ま
え
、
給
与
水
準
を
見
直
す

た
め
改
正
す
る
も
の
。

　

優
秀
な
人
材
確
保
、
若
手
の

離
職
防
止
の
た
め
全
体
的
に
引

き
上
げ
る
。

問　

職
員
の
人
材
確
保
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
地
域
手
当
の
動

き
に
つ
い
て
は
。

答　

地
域
手
当
に
つ
い
て
は
、

今
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
。

議
員
提
出
議
案
第
２
号

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
　

議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
額
及
び
議
会
議
員
の
報
酬
の
額
を
改
正

す
る
も
の
。

要
点
１

　

人
事
院
勧
告
及
び
埼
玉
県
人
事
委
員
会
勧
告
の
内
容
を
踏
ま
え
、

議
会
議
員
の
期
末
手
当
の
額
を
年
間
「
４
．
60
月
」
か
ら
「
４
．
65

月
」
に
０
．
05
ヶ
月
引
き
上
げ
る
も
の
。

要
点
２

　

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
か
ら
の
答
申
及
び
社
会
情
勢
の
変
化
等
を

踏
ま
え
、
議
会
議
員
の
報
酬
の
額
を
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
次
の

と
お
り
改
正
す
る
も
の
。

議
長
の
月
額
報
酬　
　

２
８
６
，
０
０
０
円
↓
３
３
０
，
０
０
０
円

副
議
長
の
月
額
報
酬　

２
２
２
，
０
０
０
円
↓
２
５
６
，
０
０
０
円

常
任
委
員
長
の
月
額
報
酬

　
　
　
　

２
０
８
，
０
０
０
円
↓
２
４
８
，
０
０
０
円

議
会
運
営
委
員
長
の
月
額
報
酬

　
　
　
　

２
０
８
，
０
０
０
円
↓
２
４
８
，
０
０
０
円

議
員
の
月
額
報
酬　
　

２
０
１
，
０
０
０
円
↓
２
４
０
，
０
０
０
円

条
例
の
制
定

条
例
の
制
定

条
例
の
一
部
改
正

条
例
の
一
部
改
正

令
和
７
年
度　

補
正
予
算

令
和
７
年
度　

補
正
予
算

おためし住宅　やまんなかおためし住宅　やまんなか
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